
（平成２２年１月２０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 23 件

国民年金関係 16 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 17 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 2720 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年 10 月から 46 年３月までの期間

及び 48 年 10 月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 45 年 10 月から 46 年３月まで 

             ② 昭和 48 年 10 月から同年 12 月まで 

             ③ 昭和 49 年９月から 52 年２月まで 

申立期間①及び②については、納付した保険料額に明確な記憶は無

いが、Ａ町役場（現在はＢ市。）かＢ市役所で保険料を納付した記憶

がある。申立期間③については、夫が海外勤務であった期間であるが、

家族で海外に転居後は、Ｃに住む知人（故人）に国民年金保険料の納

付を託し、帰国後領収書と残金を精算した記憶がある。未納とされて

いることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①について、申立人は、Ａ町役場かＢ市役所で国民年金保

険料を納付したとしているところ、申立人は国民年金制度開始時から

国民年金に任意加入し、保険料を納付しており、保険料の納付意欲が

高いものと認められることから、６か月と短期間の申立期間①の保険

料を未納とするのは不自然である。 

 

２  申立期間②について、申立人は、Ｂ市役所で国民年金保険料を納付

したとしているところ、申立期間直前の昭和 48 年４月から同年９月ま

での期間及び申立期間直後の 49 年１月から同年３月までの期間の保険

料の納付記録が平成 21 年７月に訂正されていることから、行政側の記

録管理に瑕疵
か し

が認められ、当該期間から連続し、当該期間と同様に任



                      

  

意加入の被保険者期間である、３か月と短期間の申立期間②が未納と

なっているのは不自然である。 

 

３  申立期間③について、申立人は、その夫が海外勤務となり、遅れて

海外に転居した際に、Ｃ在住の知人に国民年金保険料の納付を託し、

帰国後領収書と残金を精算した記憶があるとしているが、委託した保

険料額の記憶は明確ではなく、申立期間開始の昭和 49 年９月 30 日に

任意加入資格を喪失しており、申立期間は未加入期間となっている上、

申立人が保険料を委託した知人は既に他界しており、保険料の納付状

況が不明である。 

また、申立期間③の保険料の納付を裏付ける関連資料（家計簿、確

定申告書等）や特段の周辺事情も見当たらない。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 45 年 10 月から 46 年３月までの期間及び 48 年 10 月から同

年 12 月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2721 

  

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 47 年４月から 48 年３月まで 

申立期間のうち、Ａ区に住んでいた結婚前の昭和 47 年４月から同年

６月までの国民年金保険料を姉が納付し、Ｂ市に住んでいた結婚後の

同年７月から 48 年３月までは妻が夫婦二人分の保険料を納付した。と

ころが、結婚前の 47 年４月から 48 年６月までの期間につき未納とさ

れ、さらに、結婚後の 47 年７月から 48 年３月までの期間につき妻は

納付とされているのに、私については未納とされていることに納得で

きない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になる前から申立人の姉の夫である義兄が経営する個

人企業に勤務し、義兄宅に姉と同居しており、姉が親代わりのように面

倒をみてくれ、国民年金への加入及び保険料の納付も姉がしてくれてい

たはずだとしているところ、申立人が所持する国民年金手帳には昭和 44

年度１年分が検認印によって 45 年３月に一括納付されたことが認められ、

また、申立人所持の保険料領収書によると、国民年金加入のころの 44 年

１月から同年３月までの分は 45 年９月に過年度納付され、45 年４月か

ら同年６月までの分は、47 年 11 月に過年度納付がなされており、申立

期間前の保険料納付を過年度納付をしてまで欠かすことなく行っている

ことから、申立期間を未納とすることは不自然である。しかも、そのう

ちの 45 年４月から同年６月までの過年度納付は結婚後の 47 年 11 月にな

されたことから、申立人は結婚後においてもその納付意識が高かったも

のと推察され、結婚後の期間が含まれる申立期間を未納のまま放置する



                      

  

ことは考えられない。 

また、Ｂ市では申立期間当時は印紙検認方式による納付に限定されて

いたとしているのに対し、申立人の妻は加入後の昭和 47 年７月から 48

年３月までの納付を 47 年 11 月 14 日と 48 年２月１日の２回に渡り行い

検認印の押印を受けているものの、申立人の年金手帳への同期間の検認

印は認められず、その納付が確認できないところ、Ａ区によると、保険

料の納付方式は 45 年６月までは印紙検認方式だったが、以降は納付書方

式となったとしており、Ａ区で納付書による納付を開始した 45 年７月以

降の申立期間前に当たる期間において申立人が所持する領収書によると、

その納付は３か月ごとにその期末日に至らない期の初め又は中間に行わ

れており、これに続く申立期間についてもＡ区から発行された納付書に

より納付がなされたものと考えるのが自然である。 

さらに、申立人は、申立期間の少し前に建て売り住宅をほとんど自己

資金で購入したとしており、また、申立期間前から義兄経営の企業に長

く勤務していたことから、12 か月と短期間の申立期間の保険料を未納と

する経済的事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2724 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年４月から同年９月までの期間及

び平成４年５月の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年４月から 49 年 12 月まで 

             ② 昭和 56 年 10 月から 61 年６月まで 

             ③ 昭和 63 年４月から同年９月まで 

             ④ 平成４年５月 

    私は、夫が国民年金の加入手続をしてくれたと思っていたが、手続を

してくれていなかったのでＡ市に転居した後の昭和 50 年 12 月ごろ同市

で加入手続をし、36 年４月から 44 年３月までの国民年金保険料を特例

納付した。その後は、督促状が来たので保険料を納付した。申立期間が

未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間③について、申立人は、昭和 61 年７月以降の国民年金保険

料を過年度納付してでも納付しようとする意識がうかがわれるところ、

申立期間直後の 63 年 10 月から平成元年３月までの期間の保険料を過年

度納付し、申立期間前後も納付済みとなっていることから、６か月間と

短期間である申立期間が未納となっているのは不自然である。 

  

  ２ 申立期間④について、申立期間前後の国民年金保険料が納付済みとな

っており、申立期間も１か月と短期間である。 

 

  ３ 申立期間①について、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付した

と主張しているが、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 50 年 12

月に 36 年４月から 44 年３月までの期間の保険料を特例納付し、その後



                      

  

の 52 年４月に 50 年１月から同年３月までの期間の保険料を過年度納付

しており、当該時点において、申立期間①は時効により納付できない。 

    また、申立期間②については、申立人の夫も未納となっている上、申

立人が病気のため聞き取りが困難であることから、納付状況が不明であ

る。 

    さらに、申立人が、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに保険料の納付をう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 63 年４月から同年９月までの期間及び平成４年５月の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2725 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年４月から 51 年３月までの期間及

び平成４年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 45 年１月から 49 年 12 月まで 

             ② 昭和 50 年４月から 51 年３月まで 

             ③ 昭和 55 年７月から 56 年９月まで 

             ④ 平成４年１月から同年３月まで 

             ⑤ 平成４年 10 月から 10 年８月まで 

    会社を辞め、商売を始めた昭和 45 年ころ私が夫婦の国民健康保険の

加入手続と国民年金への加入手続を市役所で一緒にした。年金手帳にも

そのころの日付が記載されているので、加入手続をしたのはそのころだ

と思う。申立期間①から③までの保険料納付は妻に任せており、二人分

を納付していたはずである。申立期間④及び⑤は定かではないが自分で

保険料を納付していたと思う。未納となっていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、その妻が国民年金保険料を納付し

ていたとしているところ、Ａ市の被保険者名簿には申立期間について

全額納付済みの記載があり、保険料を納付していたことが確認できる。 

 

２ 申立期間④について、申立人は自分で国民年金保険料を納付してい

たとしているところ、申立期間前後は納付済みであり、３か月と短期

間である申立期間④の保険料を納付していなかったとする特段の事情

は見当たらない。 

 



                      

  

３ 申立期間①及び③について、申立人は昭和 45 年ごろ加入手続をして

国民年金保険料をその妻が納付していたとしているが、申立人の国民

年金手帳記号番号は、前後の任意加入被保険者の資格取得日から、50

年２月ごろに払い出されたと推認でき、払出時点からすると申立期間

①の大部分は時効により納付できない期間である上、申立人に別の手

帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

また、国民年金保険料を納付していたとする申立人の妻は、既に他

界しており保険料の納付状況は不明である上、申立期間①及び③の保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が

無く、ほかに申立人が申立期間①及び③の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ４ 申立期間⑤について、申立人は自身で国民年金保険料を納付していた

としているが、申立期間⑤の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間⑤の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 50 年４月から 51 年３月までの期間及び平成４年１月から

同年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2726 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年２月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住 所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年２月 

昭和 63 年５月からＡ町のＢ株式会社に勤めていたが、同年 11 月から

翌年の４月までの間は冬期の一時解雇となった。平成元年１月 17 日か

ら同年２月 21 日まで同社Ｃ工場で一時的に勤務することができ、この

間のみ厚生年金保険に加入した。国民年金の手続と厚生年金保険の手続

は、会社の事務員が 15 名くらいの社員分を一括して行い、私の分は厚

生年金保険に加入した平成元年１月を除く、昭和 63 年 11 月、同年 12

月、平成元年２月及び同年３月の４か月分の国民年金保険料をＡ町役場

で納付したはずである。 

社会保険庁（当時）の記録では平成元年２月が未加入とされているが、

保険料は納付したはずで納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、厚生年金保険に加入した平成元年１月を除く昭和 63 年 11 月

から平成元年３月までの４か月間の国民年金保険料を当時申立人が勤務し

ていた会社の事務員に納付してもらったとしているところ、Ａ町の国民年

金被保険者名簿兼検認カードにより、元年４月５日に昭和 63 年 11 月、同

年 12 月、平成元年１月及び同年３月の４か月分の保険料が納付されてい

ることが確認できることから、納付月が一部異なっているものの全体とし

て申立人の主張には不自然さはみられない。 

また、申立人は、厚生年金保険に加入していた平成元年１月の国民年金

保険料を納付するはずはなく、納付したのは同年２月分であると主張して

いるところ、申立人が申立期間当時の国民年金保険料を納付したのは元年



                      

  

４月５日であることから、申立人が厚生年金保険の被保険者であった期間

について国民年金の加入期間と誤って保険料を納付するとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2727 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年７月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日   ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ： 昭和 56 年７月から 57 年３月まで 

会社を辞めた昭和 56 年６月末ころに自身でＡ市役所（現在は、Ｂ市

Ｃ庁舎）で国民健康保険の加入手続をしたとき、窓口の職員から国民年

金に加入するように勧められたのでその場で加入した。後日保険料の納

付書が郵送されてきたが納付しなかった。翌年分の保険料納付書が郵送

されてきたころ、未納分の請求書も来て知人から｢未払期間があると年

金の受取額が少なくなる｣と言われたので、市役所で未納分の保険料４、

５万円を一括納付した。申立期間が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、現年度保険料の納付書が送られてきたときに未納分の請求書

も送られてきて、知人から｢未払期間があると年金の受取額が少なくなる｣

と言われたので一括納付したとしているところ、申立人が納付したとする

金額は、申立期間の納付に必要な保険料額とおおむね一致している上、送

られてきた未納分の請求書の様式についての申述も過年度納付書の様式と

符合しているなど、申立内容には不自然さがみられない。 

また、申立人は、申立期間以降国民年金加入期間中に未納は無く、納付

意識は高かったと考えられることから、９か月と短期間である申立期間の

保険料を納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2728 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 56 年１月から同年３月まで 

    昭和 56 年４月初めにＡ区からＢ市へ転居した。申立期間当時は転居

で忙しく、Ａ区かＢ市かは定かではないが、銀行などで納付書により保

険料を納めていると思う。申立期間が未納となっていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き未納期間が無い上、Ｂ市の国民年金被保険者

名簿では、昭和 56 年４月８日に住所を変更し同月 15 日に年金手帳を申

立人に送付した記載が確認できることから、申立人はＢ市に転居後すぐ

に国民年金の手続を行ったものと推認され、申立人の納付意識は高かっ

たと考えられる。 

また、申立人は、申立期間の前後の期間の国民年金保険料を現年度納

付していることが特殊台帳の記録により確認でき、３か月と短期間であ

る申立期間の保険料を納付できない特段の事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2729 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

    昭和 36 年ごろにＡ区の職員が自宅に来て、国民年金への加入を勧め

られたので、私が夫婦二人分の加入手続をした。国民年金保険料は、私

が夫婦二人分を納めていた。当時の保険料は１か月 100 円で、区役所の

職員が集金に来ていたが、保険料を納められなかったときは、私が区役

所や銀行に納めに行ったこともあった。年金手帳に検認印は押されてい

ないが、切り離した部分に割り印があるので保険料を納めていると思う。

申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間以外に未納期間は無いなど、納付意識は高かったと

考えられる。 

また、申立人の所持する領収証書により、昭和 38 年度に昭和 37 年４

月から 38 年３月までの国民年金保険料を過年度納付していることが確認

でき、過年度納付した時点では申立期間の保険料も過年度納付が可能で

あることから、12 か月と短期間である申立期間についても過年度納付し

たと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2730 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年 10 月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年 10 月 

 私は、昭和 52 年８月 31 日で会社を退職し、同年９月上旬にＡ市役所

で国民年金の加入手続をした。会社を退職し国民年金に加入したのは

52 年９月と 56 年３月の２回のみであるが、56 年に加入した分は納付済

みとなっているのに 52 年の時の納付分が１か月未納となっている。私

は在職中人事、経理関係の仕事に従事しており、退職した社員に対して

も各種社会保険関係について種々説明をしていた立場にあったので、自

分の手続に齟齬
そ ご

はなかったと思う。未納期間に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は昭和 52 年９月上旬にＡ市役所で国民年金の加入手続を行った

としているところ、同市役所の被保険者名簿により、52 年９月５日に保

険料が納付されていることが確認できること、及び 56 年３月の厚生年金

保険被保険者資格喪失後の２か月間についても国民年金に加入し保険料

を納付していることが確認できることから、申立人の申述には信 憑
ぴょう

性が

認められる。 

また、申立人は、申立期間直後の昭和 52 年 11 月に国民年金被保険者

資格の喪失手続も適切に行っており、納付意識の高さがうかがわれるこ

とから、申立期間直前の同年９月の保険料を納付しながら、１か月と短

期間である申立期間の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2733 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 39 年３月まで 

昭和 39 年７月３日にＡ市の国民年金の集金人が、実家の隣に住んで

いた祖父の家に私（旧姓のＢ）を訪ねてきた。その集金人から国民年金

の加入を勧められたので祖父と相談して国民年金に加入し、その場で、

未納であった３年間の過年度保険料と同年４月から同年６月までの３か

月分の現年度保険料を納付した。その時、昭和 36 年度から 38 年度まで

の３年分については年金手帳の左と右の頁の間に割り印をして切り離し、

検認印の替わりに領収書を渡された。納めた保険料額は 3,900 円だった

と思う。 

 私の年金記録には、申立期間だけではなく、昭和 42 年７月から同年

10 月までの分と 42 年４月から同年６月までの分も未納となっていたが、

私が持っていた領収書で、平成 19 年と 21 年に記録が訂正されたことも

あり、行政の記録管理に不安を感じている。 

 申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、集金人が申立人の祖父の家に申立人を訪ねてきて、国民年金

への加入を勧めたとしているところ、Ｃ社会保険事務所（当時）では、

申立人の国民年金手帳記号番号は制度発足当初に払い出された初期の番

号であり、申立人が所持している国民年金手帳も旧姓で昭和 36 年４月１

日に発行されているので集金人が旧姓の申立人を訪れ加入勧奨をする可

能性はあったとしていること、及びＤ市の被保険者名簿には祖父が世帯

主として記録されていることから、祖父の家に集金人が旧姓の申立人を

訪ねて来て国民年金の加入を勧めたとする申立内容と符合している。 



                      

  

 また、申立人は、昭和 39 年７月ころに集金人が訪れて加入手続を行い、

その時点で３か月分の現年度の国民年金保険料と申立期間の保険料を納

付したとしているところ、申立人の所持する国民年金手帳により、昭和

39 年４月から同年６月までの印紙検認記録欄に同年７月３日付けの検認

印が押されていること、昭和 36 年度から 38 年度までの印紙検認台紙を

切り離す際の割り印も同日付けとなっていることが確認できる上、申立

人が納付したとする金額も納付したとする期間の保険料額と一致してお

り、かつ、Ｃ社会保険事務所（当時）では申立期間当時３年分の過年度

保険料の納付が行われていた可能性があるとしていることから、申立人

の主張には信 憑
ぴょう

性が認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2734 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年 10 月から 45 年３月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年 10 月から 45 年３月まで 

           ② 昭和 50 年５月から 51 年３月まで 

           ③ 昭和 56 年６月から 57 年３月まで 

申立期間①の国民年金保険料について、１年分などまとめて保険料

を納付しており、申立期間①直前の昭和 44 年４月から同年９月までの

保険料は納付済みとなっているのに未納となっているはずはない。 

また、申立期間②及び③について、厚生年金保険と国民年金との重

複保険料は、還付済みとなっているとのことだが、私は還付金を受領

した記憶が無く、還付通知書等も受け取った記憶が無い。 

申立期間について国民年金保険料が未納とされていること、また、

還付済みとなっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、１年分などまとめて保険料を納付し

ていたとしているところ、申立期間①直前の昭和 44 年４月から同年９

月までの国民年金保険料を同年 10 月６日に現年度納付し、申立期間①

直後の 45 年４月から同年９月までの保険料を同年 10 月 27 日に現年度

納付していることが申立人の所持する国民年金手帳検認印及び領収証書

により確認でき、申立内容に信 憑
ぴょう

性が認められる上、６か月と短期間

である申立期間①の保険料を納付できない特段の事情も見当たらない。 

 

２ 申立期間②及び③について、申立人は、国民年金保険料の還付請求の

案内を受けたこともなく、還付金の受領もしていないとしているが、特



                      

  

殊台帳から、保険料を還付したことを示す｢還付 50.５～51.３まで 

11,830 円（50.８.１）｣、｢還付 56.６～57.３まで 45,000 円（57.４.

２）｣との記載があり、記載内容は当時の還付期間及び還付金額と一致

しており、不合理な点は無く、申立人に対する保険料の還付を疑わせる

事情も見当たらない。 

また、申立期間②及び③については、申立人は厚生年金保険被保険者

であり、国民年金の被保険者となり得る期間ではないことが明らかであ

ることから、当該期間の国民年金保険料が還付処理されたことについて、

不自然な点は見られない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 44 年 10 月から 45 年３月までの国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2735 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 10 月から 58 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 57 年 10 月から 58 年３月まで 

    私は、自分の老後を考えて国民年金保険に昭和 53 年に任意加入した。

国民年金保険料は口座振替により納付していたので、申立期間が未納に

なっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について申立人は、国民年金保険料を口座振替で納付したと申

し立てているところ、Ａ金庫Ｂ支店から提出された申立人の夫名義の普通

預金口座の入出金記録により申立期間に係る一人分の保険料が引き落とさ

れていることが確認でき、当時夫は厚生年金保険に加入していることから

当該保険料は申立人の保険料と推認される。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2736 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年５月から 52 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年５月から 52 年６月まで 

    昭和 51 年から 53 年ころ、Ａ区役所Ｂ出張所で国民年金の加入手続を

した。国民年金保険料も、すぐに未納分を同出張所で、一括で納付した。

金額は約 10 万円だったと記憶しており、預金から引き出したお金に手

元のお金を加えて納付したと思う。申立期間について、未納になってい

るのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年から 53 年ころに国民年金の加入手続をし、すぐに

過去の未納保険料を一括納付したと主張しているところ、申立人の国民年

金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期等から、

第３回特例納付実施期間内である 53 年 11 月ころに払い出されていること

が確認でき、かつ、申立人が納付したとする保険料額は、当該記号番号払

出時点から 50 年５月までさかのぼった保険料額とおおむね一致している。 

また、申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間中の国民年金保険

料をすべて納付しており、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2737 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの期間、51 年７月から 52 年

３月までの期間及び 57 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50 年１月から同年３月まで 

② 昭和 51 年７月から 52 年３月まで 

③ 昭和 57 年１月から同年３月まで 

    昭和 36 年に国民年金の加入手続をして、それからずっと国民年金保

険料を納付してきた。納付方法については、加入当初は市役所の窓口で、

しばらくしてからは銀行で納付するようになったことを覚えている。申

立期間が未納であるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、昭和 36 年４月に国民年金に加入してから、

60 歳に到達する 63 年 12 月までの国民年金保険料をすべて納付しており、

保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

また、申立期間当時、申立人の夫は会社員をしており、申立期間前後の

夫の標準報酬月額からすると、国民年金保険料を納付する資力はあったも

のと考えられ、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付できない特別の事

情も見当たらない。 

   さらに、申立期間はいずれも３か月、９か月、３か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2738 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年４月から 48 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正３年生 

    住    所 ：   

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 47 年４月から 48 年３月まで 

             ②  昭和 49 年５月から 51 年４月まで            

    私は、昭和 36 年から 14 年間、Ａ市役所の窓口で国民年金保険料を納

付してきたことから、未納期間があることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人はＡ市役所の窓口で国民年金保険料を納

付してきたとしているところ、国民年金保険料の納付方法などに関する

申立人の記憶は明瞭であり、供述に信 憑
ぴょう

性が認められる。 

また、申立期間①の前後は納付済みとなっており、12 か月と短期間

である申立期間①の国民年金保険料を納付できなかったとする特段の事

情も見当たらない。 

 

２ 一方、申立期間②について、当該期間は申立人が 60 歳に到達した以

降の期間であることから、国民年金被保険者となることはできなかった

期間である。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の 

うち、昭和 47 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 

   



                      

  

埼玉国民年金 事案 2743 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年４月から同年６月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 46 年４月から 49 年１月まで 

   ② 昭和 49 年５月から 52 年３月まで 

   ③ 昭和 60 年４月から同年６月まで 

   ④ 平成 13 年２月及び同年３月 

昭和 46 年３月に都内の学校を卒業し、翌月から 49 年１月までＡ市で

実家が経営しているＢに勤務した後、３か月間Ｃに勤務し、その後再び

49 年５月から 52 年３月までＢで勤務した。Ｃに勤務していた期間は厚

生年金保険に加入しており、Ｂで勤務していた期間は国民年金に加入し

ていた。国民年金加入手続は父が行ってくれ、保険料も申立期間①及び

②については、父が毎日Ｂに訪れてきたＤ銀行（当時は、Ｅ銀行）Ｆ支

店の行員を通じて、母、兄及び義姉の分と一緒に納付してくれていた。

一緒に納付していた家族はすべて納付済みであるのに、私だけ未納であ

るのは納得できない。 

また、申立期間③は、Ｇ区で自営業を営んでいた時期だが、経営状態

は安定しており、国民年金保険料は自ら納付していたので、未納となっ

ていることに納得できない。 

さらに、申立期間④は、夫名義の預金口座から口座振替によって国民

年金保険料に加えて付加保険料を納付しており、付加保険料が未納とな

っていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③について、申立人は、国民年金に任意加入し、かつ、申立

期間前後の国民年金保険料は納付済みとなっていることから、３か月と



                      

  

短期間である申立期間③が未納となっていることは不自然である。 

 

２ 申立期間①及び②について、申立人は、申立人の父がＡ市において、

申立人の国民年金加入手続を行い保険料を納付してくれたと申し立てて

いるが、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人がＧ区在住時の昭和

56 年１月ころに払い出されており、払出時点からすると申立期間①及

び②は時効により納付できない上、Ａ市において別の国民年金手帳記号

番号が払い出された形跡も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間①及び②について、それぞれ別個の申立期

間として申し立てているが、申立期間が別個になっているのは、平成

20 年４月 28 日に社会保険庁（当時）により行われた昭和 49 年２月か

ら同年４月までの厚生年金保険被保険者期間の記録の追加によるもので

あり、それ以前は申立期間①の始期から申立期間②の終期までの 70 か

月は一連の未納期間である。 

さらに、申立人の国民年金の加入手続及び申立期間①及び②の保険料

の納付を行ったとするその父は既に他界しており、申立人自身は国民年

金の加入、保険料の納付に直接関与していないため、申立人の国民年金

への加入状況及び納付状況が不明である上、申立人が当該期間の保険料

を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

 

３ 申立期間④について、申立人は、国民年金の付加保険料を申立人の夫

名義の預金口座から口座振替により納付したと申し立てているが、オン

ライン記録により、申立期間の定額保険料は平成 14 年４月２日に収納

されていることが確認できることから、その時点では制度上、付加保険

料は納付することができない。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 60 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2385 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ有限会社における厚生年金保険の被保険者資格喪失日は、平

成７年９月 29 日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金

保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正する必要がある。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、18 万円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成５年 12 月 31 日から７年９月まで 

    申立期間は、Ａ有限会社に勤務していたが、厚生年金保険被保険者記

録が無い。申立期間について被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人が、申立期間当時、従業員として勤務

していたＡ有限会社は平成５年 12 月 31 日に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっており、申立人も同日に被保険者資格を喪失しているが、申立

人の資格喪失日は同日以降である７年９月 29 日に、６年 10 月１日の定時

決定を取り消した上で５年 12 月 31 日に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確

認できる上、他の一人の被保険者は、申立人と同様に６年 10 月１日の定

時決定を取り消した上でさかのぼって被保険者資格を喪失しており、別の

一人の被保険者は最初の被保険者資格喪失日（７年３月１日）及び定時決

定（６年 10 月１日）を取り消した上でさかのぼって被保険者資格を喪失

させていることが確認できる。また、同記録では資格喪失訂正処理日の７

年９月 29 日に申立人及び上記二人以外に、資格喪失日を５年 12 月 31 日

にさかのぼって喪失している者が３人、資格取得を取消し処理されている

者が一人、確認できる。 

また、同僚（当初、平成７年３月１日に資格喪失し、その後遡及
そきゅう

訂正）

の供述、オンライン記録による上記の申立人を含む６人（資格取得を取消



                      

  

し処理されている者を除く）の健康保険証の回収日（申立人は７年 12 月

15 日、申立人以外の５人は被保険者資格喪失の訂正処理日と同じ同年９

月 29 日）から判断して、申立人が、申立期間において当該事業所に勤務

していたことがうかがえる。 

なお、申立人は、Ｂの仕事をしていたと主張しており、同僚からも申立

人は社会保険関係事務には関わっていないとの供述が得られた。 

さらに、これらの状況に加え、当該訂正処理前の記録等から、申立期間

において申立事業所が適用事業所としての要件を満たしていたと認められ

ることから、社会保険事務所（当時）が、平成５年 12 月 31 日に適用事業

所ではなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成５年 12 月 31 日に

被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該処理に係

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、

７年９月 29 日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ有限会社におけ

る平成５年８月及び訂正前の６年 10 月の標準報酬月額に関するオンライ

ン記録から 18 万円とすることが妥当である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2389 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ

株式会社）Ｃ出張所における資格取得日に係る記録を昭和 37 年８月 1 日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000 円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 37 年８月１日から 38 年２月１日まで 

    Ａ株式会社Ｃ出張所に勤務していた期間のうち、申立期間について厚

生年金保険の被保険者記録が欠落している。給与明細書により厚生年金

保険料の控除が確認できるので被保険者期間を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された給与明細書により、申立人は申立期間の厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

また、申立期間は、申立人がＡ株式会社Ｄ出張所から同社Ｃ出張所に異

動した際に生じた欠落期間であり、健康保険厚生年金保険被保険者原票に

よると、この時に異動した申立人を含む８人すべてに同じ欠落期間が認め

られるところ、このうち、連絡先が判明した４人の同僚は、「申立期間の

給与はＣ出張所から支給されていた。厚生年金保険料や健康保険料もＤ出

張所勤務時と同じように給与から控除されていた」と供述している。 

さらに、健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、Ａ株式会社Ｃ出

張所は、申立期間には厚生年金保険の適用事業所に該当していないことが

確認できるものの、同社Ｄ出張所が適用事業所に該当しなくなった日（昭

和 37 年８月１日）まで同出張所に勤務していた者のうち、申立人を含む



                      

  

８人が、同社Ｃ出張所が厚生年金保険の適用事業所になった昭和 38 年２

月１日に、被保険者資格を取得していることが確認できることから、申立

期間当時、同社Ｃ出張所は適用事業所の要件を満たしていたものと推認で

きる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間にＡ株式会社Ｃ出張所に勤務し、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の厚生年金保険

料控除額から、２万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、当該事

業所は厚生年金保険の適用事業所でありながら、社会保険事務所（当時）

に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2390 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ株式会社における資格取得日は昭和 21 年９月１日、資格喪

失日は同年 12 月１日であると認められることから、申立期間のうち同年

９月１日から同年 12 月１日までに係る厚生年金保険被保険者資格の取得

日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 21 年９月から同年 11 月までの標準報酬月額については、

150 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 21 年８月 26 日から 22 年３月 25 日まで 

    Ａ株式会社Ｂ工場に義弟の口利きで昭和 21 年８月 26 日に入社し、22

年３月 25 日まで勤務したが、オンライン記録では、この期間の厚生年

金保険の加入記録が欠落している。 

申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立人が勤務した事業所はＡ株式会社Ｂ工場であったと申

し立てているが、同工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には

申立人の氏名は無く、健康保険番号にも欠番は無い。 

 また、Ａ株式会社Ｂ工場の工場長が特定できないため照会できない上、

申立人は申立人の義弟以外の同僚等の氏名を記憶していないことから同

僚照会もできず、ほかに申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周

辺事情も見当たらない。  

 このため、Ａ株式会社Ｂ工場の本社であるＡ株式会社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿を調査したところ、申立人と同姓同名、同一

生年月日で、昭和 21 年９月１日に資格を取得し、同年 12 月１日に資格

を喪失した基礎年金番号に未統合の記録が確認でき、同時に申立人が同

社Ｂ工場に入社する際に口利きをしてくれたとする申立人の義弟の記録

も同社本社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に存在していることが



                      

  

確認でき、かつ、申立人の義弟に照会したところ、申立期間当時申立人

と氏名が類似する従業員はほかにいなかった旨の供述をしている。 

しかしながら、申立人がＡ株式会社において厚生年金保険の被保険者

期間であった期間は、上述のとおり、昭和 21 年９月１日から同年 12 月

１日までとなっている。 

そこで、申立期間のうち、Ａ株式会社において申立人の厚生年金保険

被保険者記録が確認された期間を除く昭和 21 年８月 26 日から同年９月

１日までの期間及び同年 12 月１日から 22 年３月 25 日までの期間につい

て調査したところ、21 年８月 26 日から同年９月１日までの期間につい

ては、同社が厚生年金保険適用事業所になった日が同社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿には「昭和 21 年」とのみ記載され、月日まで

は記載されていないものの、健康保険被保険者番号の１番から 106 番ま

での者の資格取得年月日が同年９月１日となっており、かつ、同日以前

の資格取得者は確認できないことから、同社が厚生年金保険の適用事業

所となった日は同日と確認できる。したがって、申立人の厚生年金保険

被保険者資格の取得日も上述の申立人の被保険者記録のとおり、同日で

あったと判断される。 

また、昭和 21 年 12 月１日から 22 年３月 25 日までの期間については、

Ａ株式会社は商業登記簿の記録が無く、事業主が特定できないため照会

できないが、申立人が同社に入社する際に口利きをしてくれたとする申

立人の義弟（21 年９月１日資格取得、23 年３月 16 日資格喪失）が「申

立人は自分より早く退職した」と供述していること、上述の申立人の被

保険者記録では資格喪失日が 21 年 12 月１日となっていること、ほかに

申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらないこ

とから、申立人の被保険者資格喪失日は、上述の申立人の被保険者記録

のとおり、同日であったと推認される。 

このほか、申立期間のうち、昭和 21 年８月 26 日から同年９月１日ま

での期間及び同年 12 月１日から 22 年３月 25 日までの期間については、

申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除されたことが確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人のＡ株式会社における資格取得日は昭和 21 年９月１日、資格

喪失日は同年 12 月１日であると認められることから、申立期間のうち同

年９月１日から同年 12 月１日までに係る厚生年金保険被保険者資格の取

得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 21 年９月１日から同年 12 月１日までの期間の標準報酬月

額については、上述の未統合の申立人の厚生年金保険被保険者記録から

150 円とすることが妥当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2391 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社ＡのＢ工場における

資格取得日に係る記録を昭和 40 年３月 16 日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を３万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 40 年３月 16 日から同年４月１日まで 

    社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、

申立期間について加入記録が無いとの回答をもらった。この期間は株式

会社Ａから同社Ｂ工場へ転勤した時期と重なる。継続して勤務していた

ので、空白期間の年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出を受けた株式会社ＡのＢ工場の昭和 40 年分所得税源泉

徴収簿兼賃金台帳、株式会社Ａの人事カード及び雇用保険の被保険者記録

により、申立人が株式会社Ａに継続して勤務し（昭和 40 年３月 16 日に株

式会社Ａ本社から同社Ｂ工場Ｃ営業所に異動）、申立期間の厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていることが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社ＡのＢ工

場における昭和 40 年４月１日の資格取得時の記録及び上記の昭和 40 年分

所得税源泉徴収簿兼賃金台帳の控除保険料額から、３万 6,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格取得届に誤

りがあったとしていることから、事業主が株式会社ＡのＢ工場に係る申

立人の資格取得日を昭和 40 年４月１日として届け、その結果、社会保険

事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る保険料について納入の告知



                      

  

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付するべき保険料に充当した場合又は還付した場合を含む。）、事

業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

    



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2393 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月

額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の記録を平成

８年２月及び同年３月は 59 万円に、同年４月から９年８月までは 50 万円

に、同年９月は 41 万円に、同年 10 月から 10 年２月までは 44 万円に訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年２月１日から 10 年３月１日まで 

    平成 10 年当時、役員をしていた株式会社Ａが社会保険料約 700 万円

を滞納したため、この滞納金を相殺する目的で、事業主が自身の標準報

酬月額と私の標準報酬月額を２年間さかのぼって９万 2,000 円に減額訂

正する手続を行った。しかし、私自身は厚生年金保険料を給与から控除

されていたので被保険者記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初申

立人が主張する平成８年２月及び同年３月は 59 万円、同年４月から９年

８月までは 50 万円、同年９月は 41 万円、同年 10 月から 10 年２月までは

44 万円と記録されていたところ、同年３月６日付けで、８年２月にさか

のぼって９万 2,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

   また、当該事業所の事業主については、オンライン記録によると、平成

10 年３月６日付けで、８年２月にさかのぼって標準報酬月額が 59 万円か

ら９万 2,000 円に引き下げられている。 

   しかしながら、当該事実について、当該事業所の事業主は、「平成 10

年当時、経営していた株式会社Ａの社会保険料約 700 万円を滞納したため、

この滞納金を相殺する目的で、自分と役員であった妻（申立人）の標準報

酬月額を２年間さかのぼって９万 2,000 円に減額訂正する手続を行っ

た。」と供述している。 



                      

  

   さらに、同僚照会の結果、複数の同僚は、「申立人は役員であったが、

一般経理事務の担当であり、各種手続書類等の決裁権限はなかった。すべ

ての権限は事業主が握っていた。」と供述している。 

   これらの事実を総合的に判断すると、平成 10 年３月６日付けで行われ

た遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について８年２

月１日にさかのぼって標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由があっ

たとは認められないことから、当該減額処理に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額に

ついては、事業主が社会保険事務所（当時）に当初届け出た記録から、平

成８年２月及び同年３月は 59 万円に、同年４月から９年８月までは 50 万

円に、同年９月は 41 万円に、同年 10 月から 10 年２月までは 44 万円に訂

正することが必要である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2394 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成６年４月から７年９月までの期間について、事業

主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったことが認められることから、当該期間に係る標準

報酬月額を 32 万円に訂正することが必要である。 

 また、申立期間のうち、平成７年 10 月から８年 11 月までの期間に係る

標準報酬月額については、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を 32 万円に訂正することが必要であ

る。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成６年４月１日から８年 12 月 26 日まで 

    昭和 46 年 11 月１日からＡ株式会社に入社し、平成８年 12 月 25 日に

退職するまでの間、給与額に見合う厚生年金保険料を給与から毎月控除

されていたが、６年４月から８年 11 月までの標準報酬月額が引き下げ

られているので、被保険者記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成６年４月から７年９月までの期間に係る申立人の

標準報酬月額は、当初申立人が主張する 32 万円と記録されていたところ、

７年８月７日付けで、６年４月にさかのぼって 13 万 4,000 円に引き下げ

られていることが確認できる。 

また、Ａ株式会社の代表者及び当時事業所に勤務していた全社員 53 人

については、オンライン記録によると、平成７年８月７日及び同年９月

４日付けで、６年４月までさかのぼって訂正された者 30 人、同年 10 月

までさかのぼって訂正された者８人、同年 11 月までさかのぼって訂正さ



                      

  

れた者４人、そして残る 11 人はそれぞれ採用年月日までさかのぼって標

準報酬月額が引き下げられている。 

さらに、当該事実について、事業主は、「事実を確認できる資料は保存

されておらず不明である。」としているが、当該事業所の経理担当者は、

「平成７年当時、経営不振で厚生年金保険料を滞納していたところ、社

会保険事務所（当時）から度々呼び出しを受け、その対応のため専務が

社会保険事務所（当時）に出向き、結果、社会保険事務所から標準報酬

月額の引き下げの指示を受けた専務からの指示で社員全員の標準報酬月

額を引き下げる書類を作成し、社会保険事務所に提出した。」と供述し

ている。 

なお、複数の同僚も、「当時は、事業所が経営不振のため、給与の遅配、

欠配があった。」と供述している。 

加えて、社会保険事務所（当時）が保管する平成７年度滞納処分票によ

り、平成７年７月当時、当該事業所において厚生年金保険料等の滞納が

あったことが確認できる。 

このほか、申立人提出の平成６年分及び７年分給与所得の源泉徴収票に

記載されている「社会保険料等の金額」は、標準報酬月額に基づき算定

した保険料額と合致していることが確認できる。 

これらの事実を総合的に判断すると、平成７年８月７日付けで行われた

遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について６年４月

にさかのぼって標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由があったとは

認められないことから、当該減額処理に係る有効な記録訂正があったとは

認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている

申立人の６年４月から７年９月までの期間に係る標準報酬月額は、事業主

が社会保険事務所（当時）に当初届け出た記録から、32 万円に訂正するこ

とが必要である。 

また、申立期間のうち、平成７年 10 月から８年 11 月までの期間に係る

標準報酬月額については、申立人提出の平成７年分給与所得の源泉徴収

票、７年及び８年の家計簿並びに申立期間当時の給与振込額が記録され

ている預金通帳から、申立人は、申立期間において、その主張する標準

報酬月額（32 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

さらに、申立人の雇用保険受給資格者証に記載された離職時賃金日額１

万 1,707 円に 30 を乗じた額と訂正前の標準報酬月額の 32 万円はおおむ

ね一致する。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、事実を確認できる資料は保存されておらず不明としているが、



                      

  

厚生年金基金で保存していた平成７年 10 月から８年 11 月までの期間に

係る報酬月額の届書においても、報酬月額が 13 万 4,000 円となっており、

厚生年金基金及び社会保険事務所（当時）の双方が誤って記録したとは

考え難いことから、事業主が 13 万 4,000 円を報酬月額として社会保険事

務所に届け、その結果、社会保険事務所は、申立人が主張する標準報酬

月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2397 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人は、申立期間①のうち昭和 28 年７月 25 日から同年 11 月 15 日

までの厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ組合における資格取得日に係る記録を同

年７月 25 日に訂正し、申立期間①のうち 28 年７月から同年 10 月まで

の標準報酬月額を 6,000 円とすることが必要である。 

  なお、事業主が、申立人に係る申立期間①のうち昭和 28 年７月から

同年 10 月までの厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、明らかでないと認められる。 

 

２ 申立人の申立期間②におけるＡ組合に係る資格喪失日は、昭和 29 年

２月１日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

  なお、昭和 29 年１月の標準報酬月額については 6,000 円とすること

が妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年１月１日から同年 11 月 15 日まで 

             ② 昭和 29 年１月１日から同年４月１日まで 

    昭和 28 年１月１日から 29 年３月 31 日までの間、Ａ組合に勤務し、

戦災により滅失した戸籍及び除籍謄本を再生するため、被災した全国各

地の役所及び役場などを出張で回り、持ち出し禁止の戸籍原本などの書

類をマイクロフィルムに転写する業務を行った。しかし、被保険者期間

は２か月間だけの記録となっている。長期間出張のため、社員各自が保

険証を携帯していた記憶もある。調査の上、被保険者記録を訂正してほ

しい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人の申立内容及び同僚の、「申立人は、自



                      

  

分が入社した昭和 28 年７月には既に入社していた。」とする供述内容

から、申立人が申立期間①において、少なくとも同年７月時点におい

てはＡ組合に継続して勤務していたことが推認できる。 

    そして、社員同士がチームを編成し出張しながら仕事をしていたとす

る複数の同僚が「入社面接時に、社会保険には全員加入しているので

加入手続をすると説明を受け、入社と同日付けで厚生年金保険に加入

した。勤務していた期間は厚生年金保険料を給与から控除されてい

た。」と供述していること、及びこれら複数の同僚が記憶している自

身の入社日及び退社日と厚生年金保険との関係を照合したところ、す

べてが入社日から厚生年金保険に加入していることが確認できること

から判断すると、申立人は、申立期間①のうち、昭和 28 年７月 25 日

から同年 11 月 15 日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①のうち昭和 28 年７月から同年 10 月までの標準報

酬月額については、申立人のＡ組合における 28 年 11 月の社会保険事

務所（当時）の記録から、6,000 円とすることが妥当である。 

    なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ組合は昭和 29 年９月１日に適用事業所に該当しなくなっており、当

時の事業主も既に他界していること、及びこのほかに確認できる関連

資料及び周辺事情も無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険

事務所（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資

料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

  

  ２ 申立期間②について、申立人の申立内容及び複数の同僚から、「申立

人は昭和 29 年の春ころに退職した記憶がある。」との供述内容から、

申立人が 29 年１月 31 日まで、Ａ組合に継続して勤務していたことが

推認できるが、健康保険厚生年金保険被保険者名簿では同年１月１日

に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している。 

    しかし、健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、Ａ組合が厚生年金

保険の適用事業所ではなくなった昭和 29 年９月１日より後の 30 年１

月５日付けで、申立人を含む３人の資格喪失日の記録がさかのぼって

訂正されていることが確認でき、申立人の場合は、資格喪失日が 29 年

２月１日から同年１月１日に訂正されていることが確認できる。 

    また、複数の同僚から、「申立人の業務内容は、全国を出張で回り、

委託を受けた自治体の戸籍謄本等の書類をマイクロフィルムに転写す



                      

  

る業務であり、総務経理関係の業務はしていなかった。」と供述して

いることから、申立人は、社会保険事務について権限を有しておらず、

資格喪失日を遡及
そきゅう

訂正された事実を承知していなかったと考えられる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 29 年１月１日

に資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に

係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失

日は申立人の申立内容及び同僚等の供述内容から同年２月１日である

と認められる。 

    また、昭和 29 年１月の標準報酬月額については、申立人のＡ組合に

おける 28 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、6,000 円と

することが妥当である。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2718 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年４月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 31 年生  

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 52 年４月から 56 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、高校卒業後２年浪人し大学に

入学中であったが母親が納付していたと思うので、未納とされているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その母親が申立人の

国民年金加入手続をし、保険料を納付していたはずであるとしているが、

オンライン記録によれば、昭和 51 年 12 月に申立人の当時の住所地であ

ったＡ市(現在は，Ｂ市)で加入し、20 歳になった 51 年＊月から大学入学

までの間の＊か月分の国民年金保険料が納付されているものの、52 年４

月 10 日付けの国民年金被保険者資格喪失記録があり、以後の期間である

申立期間は保険料を納付できない期間となっている。この国民年金被保

険者資格喪失日付は申立人が大学に入学した年月日であり、当時大学生

は国民年金の任意加入資格者であったことから、届出により申立人が同

日付けで被保険者資格を喪失したことに不自然さはなく、その後の大学

在学中に別個の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらず、

申立人の国民金加入手続を行い保険料を納付したとしているその母親も

高齢で証言が得られず、かつ、申立人も保険料の納付に関与していない

ことから、保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人は申立期間中の昭和 55 年８月にＡ市からＣ区に住所を移

しているが、特に、国民年金の住所変更届をした認識はなく、さらに、

申立期間の保険料の納付を裏付ける関連資料(家計簿、確定申告書等)も

見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2719 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年 10 月から 47 年９月までの付加保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日  ： 大正４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 45 年 10 月から 47 年９月まで 

付加年金制度が開始された昭和 45 年ごろ、Ａ市で、国民年金保険料

の集金人から、付加保険料の納付を勧められて加入したはずである。未

納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に任意加入し国民年金保険料を納付していたが、

付加年金の制度が開始された昭和 45 年ごろ、自宅に保険料を集金にきて

いた集金人から今度新しく付加年金制度ができるので加入しないかと勧

められて、付加年金に加入したとしているが、申立人のＡ市の被保険者

名簿には、「所得比例昭和 47 年 10 月」という記載及び昭和 47 年度の

10 月の欄に「比」の判が押されており、また、申立人の国民年金手帳に

は「所得比例保険料を納付する者となる申出」欄に「昭和 47 年 10 月 20

日」と記載があり、同年 10 月の検認印欄には「所得同時」とゴム印が押

されていることから、付加年金の加入時期は 47 年 10 月ごろと推測でき

る。 

さらに、申立期間の付加保険料を納付したことを確認できる資料（家

計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2722 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年８月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年８月から 39 年３月まで 

     申立期間の国民年金保険料については、私がＡ区のＢ所へ勤めていた

時、国民年金の加入をし、保険料は私がＡ区の集金人に納付しているは

ずなので、未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、Ａ区で国民年金に加入

し、保険料はＡ区の集金人に納付したとしているが、申立人の国民年金手

帳記号番号から推定できる国民年金への加入時期は昭和 39 年４月ごろで

あり、その時点では、申立期間はさかのぼって納付する期間となるが、申

立人からさかのぼって納付したとする申述はみられず、別の国民年金手帳

記号番号が払い出された形跡もみられないことから、申立期間の保険料の

納付状況が不明である。 

また、申立人の申立期間における保険料の納付を裏付ける関連資料（家

計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2723 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 13 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年 10 月から同年 12 月まで 

    平成 13 年 10 月にそれまで勤務していたＡ株式会社が倒産し、その後、

Ｂ株式会社に再就職するまでの３か月間は、国民年金に加入して保険料

を納付したはずであり、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の国民年金保険料について、それまで勤めていたＡ

株式会社が倒産し、その後、Ｂ株式会社に再就職するまでの期間を、国民

年金に加入して保険料を納付したはずであると主張しているが、国民年金

に加入したとする平成 13 年 10 月の時点では、申立人は既に 60 歳を超え

ており、かつ、満額の老齢基礎年金の受給権を取得していることから、行

政側が申立人の任意加入の申出を認めたとは考え難い。 

 また、オンライン記録でも、申立人の国民年金被保険者資格が確認でき

ず、国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

    



 

  

埼玉国民年金 事案 2731 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年８月から 40 年７月までの期間及び 44 年４月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年８月から 40 年７月まで 

             ② 昭和 44 年４月 

    Ａ区に住んでいたときに、妻が夫婦の国民年金の加入手続を行い、保

険料を納付したはずである。詳しいことは覚えていないが、区役所か

ら国民年金保険料の徴収員が来て保険料を納めると印紙(現在の収入印

紙より一回り大きい）を受け取ったことを記憶しているので、申立期

間の保険料を納付していたはずである。当時の保険料は 200 円から 250

円程度ではなかったかと思う。 

    申立期間が未納となっていることに納得がいかない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の記号番号の払出状況から昭和

44 年５月ごろに夫婦連番で払い出されたと推認されること、特殊台帳に

より申立人の国民年金被保険者資格取得日は同年５月１日となっている

ことが確認できること、並びに申立期間①及び②は平成８年４月１日に

国民年金の資格得喪記録が訂正及び追加されたことによって未納期間と

なったものであることがオンライン記録により確認できることから、加

入時点では申立期間①及び②は未加入期間で制度上保険料を納付できず、

記録が訂正及び追加された時点では時効により保険料を納付できない上、

申立人に別の手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

また、申立人と一緒に国民年金保険料を納付したとするその妻は国民

年金の加入手続や保険料の納付についての記憶が曖昧
あいまい

であり、かつ、申

立期間①及び②は未加入期間で保険料を納付できない期間であり、夫婦

一緒に納付したとする申立人の主張と異なっている。 



 

  

さらに、申立人が、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2732 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年２月から 44 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 38 年２月から 44 年４月まで 

    Ａ区に住んでいたときに、私が夫と私の国民年金の加入手続を行い、

保険料も納付した。詳しいことは覚えていないが、区役所から国民年金

保険料の徴収員が来て保険料を納めると印紙(現在の収入印紙より一回

り大きい）を受け取ったことを記憶している。当時の保険料は 200 円か

ら 250 円程度ではなかったかと思う。 

    申立期間が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の記号番号の払出状況から昭

和 44 年５月ごろに夫婦連番で払い出されたと推認されること、特殊台帳

により申立人の国民年金被保険資格取得日は 44 年５月１日であることが

確認できることから、申立期間は未加入期間であり保険料を納付できず、

別の手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

また、申立人が一緒に国民年金保険料を納付したとするその夫も、平

成８年に国民年金の資格得喪記録が訂正及び追加され未納となるまでは、

申立期間は未加入期間で保険料を納付することはできず、申立人の主張

と異なっている上、申立人は国民年金の加入手続や保険料の納付につい

ての記憶が曖昧
あいまい

である。 

さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料が

納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2739 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から 58 年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年４月から 58 年 11 月まで 

私は、年払いで国民年金保険料を納付し、領収証書もすべて保存して

いたが、Ａ町役場の職員から昭和 54 年度からは国民年金保険料の領収

証書を出さないことになったと言われて、領収証書は渡されなくなった

が、その後もＡ町役場の窓口で保険料を納付しており、申立期間が未納

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人はＡ町役場の窓口で納付書に現金をそえて国

民年金保険料を納付した際に領収証書はもらえなかったと申し立てている

が、保険料を納付して領収証書が交付されなかったと考えるのは不自然で

ある。 

また、Ａ町役場が保管する申立人の国民年金被保険者名簿の備考欄には、

「56.２.９年金相談通知」と記載されており、これについてＡ町では、国

民年金保険料の未納者に対して保険料の納付の促進を図るための通知を行

った記録であるとしていることから、その時点で申立人に未納があったこ

とが推認できる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる特段の事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2740 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 62 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 60 年４月から 62 年３月まで 

私は昭和 60 年３月に公立学校を退職後、学校の事務長や母親から国

民年金に加入するよう勧められて、Ａ市役所Ｂ支所で加入手続を行いＣ

銀行（現在は、Ｄ銀行）Ｅ支店等で保険料の納付をしていたことから、

未納期間があることに納得できない。 

 

 第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、公立学校を退職後、すぐに国民年金加入手続を行ったと主

張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は当該記号番号の払出状

況から昭和 62 年５月ごろに払い出されたと推認される上、申立人の所

持する国民年金手帳により申立人は 62 年４月１日に国民年金被保険者

資格を取得していることが確認できることから、申立期間は未加入期間

であり、かつ、別の手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2741 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 38 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 38 年９月まで 

    昭和 36 年４月に会社が倒産し、以後は自営業を営んでいるが、自営

業を始めた際に、Ａ市役所から通知が来て国民年金を納付するように言

われ、38 年９月まで２年６か月納付していた。申立期間が未納となっ

ていることに納得できない。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年４月に勤務していた会社が倒産した後、自営業を

営んでおり、その際にＡ市役所から通知が来て国民年金に加入し、次の会

社に就職するまで、国民年金保険料を納付していたと申し立てているが、

申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付について具体的な記憶が無

く、国民年金の加入状況、納付状況等が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年３月ごろ払い出さ

れ、国民年金被保険者資格取得日は 47 年１月１日となっていることから、

当該申立期間は未加入期間で、加入勧奨や納付書の発行は行われなかった

ものと推認される上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2742 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年 12 月から 46 年３月までの期間及び 50 年９月から

51 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年 12 月から 46 年３月まで 

             ② 昭和 50 年９月から 51 年３月まで   

    私の実家は、旅館、飲食店を営んでおり、家族は学校を卒業したら実

家の家業に従事することになっていた。それぞれが 20 歳になったとき

に、社長である父親が子供たちを国民年金に加入させ、姉、兄はもちろ

ん父母も保険料を納付していた。昭和 64 年からＡ国に移住してからも

銀行の口座引き落としで保険料を納付していた。申立期間が未納となっ

ていることに納得できない。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、申立人の父親が、子供たちが 20 歳

になった時に国民年金の加入手続を行い、家族の国民年金保険料を納付

していたとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年

１月 24 日に申立人の元夫と夫婦連番で払い出されており、この時点で

は、払出日からすると申立期間①の大部分は時効により納付できない。 

また、申立期間①の国民年金保険料の納付を示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立人自身は申立期間の保険料の納付に関与し

ていない上、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付をしたとす

るその父親は既に他界しており、加入状況、納付状況等は不明である。 

さらに、申立人の姉及び兄も 20 歳から国民年金に加入し、保険料を

納付していたとの申立てであるが、姉は厚生年金保険被保険者資格喪

失後に国民年金に加入し、兄は 20 歳から加入していないことから、申



 

  

立人の記憶に齟齬
そ ご

がみられる。 

 

 ２ 申立期間②について、申立人は、昭和 50 年９月から 51 年３月までの期

間の領収済通知書を所持しているが、領収印の押印が無く未使用であるこ

とから、国民年金保険料を納付した形跡がうかがえない。 

   また、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

 

 ３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2384 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 38 年２月１日から同年３月１日まで 

申立期間は、友人に誘われて、有限会社ＡからＢ社へ転職したときで

あったが、間を空けずに勤務していたので、どちらかの会社に勤務して

おり、給与から厚生年金保険料が控除されていたはずなので、調査の上、

申立期間において被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間中、有限会社Ａ又はＢ社のどちらかに勤務し、給

与から厚生年金保険料が控除されていたはずであると主張しているが、

申立内容の事実について確認できる資料が無い。 

また、健康保険厚生年金保険被保険者名簿（マイクロ原票）によると、

有限会社Ａに係る資格取得日は昭和 36 年４月１日、資格喪失日は 38 年

２月１日と記載されており、Ｂ社に係る資格取得日は同年３月１日、資

格喪失日は 40 年 10 月１日と明確に記載されており、記載されている期

間以外の申立期間において同名簿に申立人の氏名は無い。 

さらに、雇用保険の被保険者記録によると、転職先であったとするＢ社

に係る資格取得日は昭和 38 年３月１日となっており、同社に係る厚生年

金保険の資格取得日と一致している。 

加えて、ⅰ）両事業所は、既に適用事業所ではなくなっており、当時の

事業主はいずれも生存等が不明であること、ⅱ）申立人は、同僚照会につ

いては相手方に迷惑をかけるので行わないでほしいとしていること、など

により、事業主及び同僚に対する照会ができなかったことから、申立内容

の事実を確認できる供述や資料が得られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2386 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年１月１日から同年８月１日まで 

申立期間も継続してＡ場（現在は、Ｂ所）に勤務していたが、昭和

38 年１月１日で厚生年金保険の資格を喪失している。その年の夏季賞

与を受け取った記憶があるので、厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ所提出の申立人の職務経歴書によると、厚生年金保険被保険者記録

がある昭和 36 年１月 16 日から 37 年 12 月 31 日までＣとして勤務し、38

年１月１日にＤを命じられ、同時に職級が決定していることから判断し

て、申立人は、同年１月１日にＥとなったと考えられる。 

   また、Ｆ組合Ｇ支部でも、申立人は、昭和 38 年１月１日から同年７月

31 日までＡ場に勤務しており、在職期間は、Ｆ組合の組合員期間の対象

となるとしている。 

   なお、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

これらの事実から判断すると、申立人が、申立期間において、厚生年

金保険被保険者であったと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2387 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日  ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 27 年 10 月 26 日から 30 年まで 

② 昭和 30 年から 32 年まで 

    申立期間①は株式会社Ａに、申立期間②はＢ店に勤務していたが、両

期間とも厚生年金保険の加入記録が無いので、当該期間を加入期間とし

て認めてほしい。 

 (注)申立ては､死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、当時の社員旅行の写真及び同僚の供述により、

期間の特定はできないものの、申立人が株式会社Ａに勤務していたこと

はうかがえる。 

しかしながら、株式会社Ａに係る事業所別被保険者名簿によると、同

社は、当該申立期間後の昭和 34 年８月１日に厚生年金保険の適用事業

所となっている。 

また、株式会社Ａでは、当該申立期間当時の資料は保存していないた

め、厚生年金保険の適用については不明であるとしており、昭和 34 年

８月１日に被保険者となった同僚は、30 年ごろは従業員数が２人又は

３人だったので厚生年金保険に加入していなかったと供述しており、同

日に被保険者となった別の同僚は、当該事業所が厚生年金保険の適用事

業所となったのは申立人が退職した後であり、厚生年金保険料を控除さ

れたのは被保険者となった後であると供述している。 

  さらに、申立人が当該申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 



  

  加えて、申立人の厚生年金保険被保険者台帳(旧台帳）には、当該申

立期間以前に勤務していた事業所の記録のみが記載されており、株式会

社Ａに係る記録は確認できない。 

このほか、申立人の当該申立期間における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 

２ 申立期間②について、適用事業所名簿にはＢ店の名称は確認できな

い。 

また、法務局の商業登記にＢ店の名称は確認できない上、 Ｃ組合連

合会に照会したが当該事業所に係る情報は得られず、さらに、上記のと

おり適用事業所としての記録も無いことなどから、申立人の当該事業所

における厚生年金保険の適用について事業主等に確認できなかった。 

加えて、申立人が当該申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ 

り給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。  

また、上記のとおり、申立人の厚生年金保険被保険者台帳(旧台帳）

には、申立期間①以前に勤務していた事業所の記録のみ記載されており、

Ｂ店に係る記録は確認できない。 

このほか、当該申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情

は無い。 

 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金

保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 2388 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 47 年８月 21 日から同年 11 月１日まで 

    昭和 40 年３月から 51 年 10 月までＡ社Ｂ支社で同一の仕事に従事し

ていたが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落していることが

判明した。 

    途中で退職した覚えは無いので、当該期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 40 年３月から 51 年 10 月までＡ社Ｂ支社において同一

の仕事に従事していたと主張しているところ、同社では、「申立人に係る

厚生年金保険被保険者等に関する記録によると、申立人は 47 年８月 20 日

に内勤職員を退社し、同月 29 日に外勤職員として再入社した。当時、外

勤職員は入社から３か月ほど研修期間がありその間は厚生年金保険は非適

用であった。研修を終え職員として登用された同年 11 月１日に被保険者

資格を取得した。」としている。 

   なお、申立人のＡ社における雇用保険被保険者記録によると、申立人の

離職日は昭和 47 年８月 20 日となっており、申立期間に被保険者記録は確

認できない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿には、申立人の被保険者資格喪

失日は昭和 47 年８月 21 日、再度の被保険者資格取得日は同年 11 月１日

と記録されており、同社の回答及びオンライン記録と一致する。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い上、同社は、

申立人は厚生年金保険非適用であったため、申立期間に係る保険料は控除



  

していないと述べている。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2392 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年２月１日から 10 年３月１日まで 

    平成 10 年当時、経営していた株式会社Ａの社会保険料約 700 万円を

滞納したため、この滞納金を相殺する目的で、自分と役員であった妻の

標準報酬月額を２年間さかのぼって９万 2,000 円に減額訂正する手続を

行った。私と妻の年金を減らして社員の分まで負担したことに納得でき

ないので被保険者記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初申

立人が主張する 59 万円と記録されていたところ、平成 10 年３月６日付け

で、８年２月にさかのぼって９万 2,000 円に引き下げられていることが確

認できる。 

   しかしながら、当該事実について申立人は、「平成 10 年当時、経営し

ていた株式会社Ａの社会保険料約 700 万円を滞納したため、この滞納金を

相殺する目的で、自分と役員であった妻の標準報酬月額を２年間さかのぼ

って９万 2,000 円に減額訂正する手続を行った。」と供述していることか

ら、申立人が標準報酬月額の減額訂正に関与していたと認められる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為に

ついて責任を負うべきであり、自らの標準報酬月額の減額処理に関与しな

がら、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上妥当

でなく、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認める

ことはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2395 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 43 年４月１日から 45 年４月１日まで 

    昭和 43 年に、Ａ園から、免許の保有と他の園での勤務経験を評価さ

れて、同僚より高い月額給与３万円の約束で同園に就職した。同園には

45 年３月 31 日まで勤務したが、この間、給与額に見合った厚生年金保

険料を控除されていたのに、標準報酬月額が実際の給与額より低額とな

っているので、被保険者記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ園から、免許の保有と他の園での勤務経験を評価されて、

同僚より高い月額給与３万円の約束で就職し、申立期間において同園に勤

務したが、社会保険庁（当時）の同園に係る標準報酬月額は、当時支給さ

れた給与額より低額となっていると申し立てている。 

   しかし、同園は、申立期間に係る給与額や厚生年金保険料の控除額が分

かる賃金台帳等の資料を保有していないことから、申立人の申立期間の報

酬月額及び保険料控除額について確認することができないとしている。 

   また、同園の被保険者記録照会回答票により、申立人は、申立期間当時、

申立人と同じ職種であったとされる他の同僚全員の標準報酬月額より、１

等級又は２等級高い標準報酬月額であることが確認できる。 

   さらに、当時の複数の同僚は、「当時、支給されていた給料額について、

はっきり覚えてはいないが、２万円ぐらいであり、自分についての社会保

険庁（当時）の記録に間違いがあるとは思っていない。当時、免許を持ち、

他の園の勤務経験がある者は、他の同僚より１割ぐらい高い給与で採用さ

れた。」旨を供述している。 



  

加えて、申立人の被保険者原票照会回答票を確認しても、申立人の標準

報酬月額等の記載内容に不備は無く、オンライン記録とも一致しており、

また、さかのぼって標準報酬月額の訂正が行われた形跡も認められない。 

   このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間についてその主張する標

準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2396 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 47 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成９年１月１日から同年３月１日まで 

    平成７年４月３日から 11 年２月 28 日までの間、Ａ大学Ｂ部門・Ａ大

Ｃセンターに勤務したが、９年１月１日からは勤務場所の変更はなかっ

たものの、身分はＤ市役所に移籍となり、給与もＤ市役所から支給され、

合わせてＥの身分で勤務することになったので給与もアップした。提出

した平成９年分の給与所得の源泉徴収票も９年１月１日就職と記載され

ており、この間の厚生年金保険料も給与から控除されていたので、被保

険者記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された平成９年分給与所得の源泉徴収票、Ａ大学から提

出された人事記録及び同僚の供述により、申立人が申立期間において、同

大学に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、同大学が保管する申立人の健康保険厚生年金保険被保険

者資格取得確認及び標準報酬決定書の資格取得年月日は平成９年３月１日、

資格喪失確認通知書の資格喪失年月日は 11 年３月１日であることが確認

できる。 

   また、申立人について、同大学に確認したところ、同大学保管の人事記

録によると、申立人の雇用期間は平成９年１月１日から 11 年２月 28 日ま

での期間であるが、申立期間（９年１月１日から同年２月 28 日まで）は

臨時職員としての雇用であることから、当該申立期間は被保険者期間とは

ならないため、保険料控除はしていないとの供述であった。 

   さらに、申立人提出の平成９年分給与所得の源泉徴収票に記載されてい

る社会保険料等の金額は、申立期間当時の標準報酬月額から算出した社会



  

保険料額の９か月分に相当する金額であることから、申立期間分が含まれ

ていない社会保険料額であると認められる。 

   加えて、Ａ大学の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び喪失確認通

知書によると、取得日は平成９年４月１日、喪失日は 11 年２月 28 日であ

ることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


